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第９節 別送品輸出申告手続 

 

システムを使用して別送品の輸出申告を行う場合は、この節の定めるところによる。 

ただし、下表におけるシステム処理対象外の条件に該当する場合は、システムを使用した申告又は申

請ができないことから、書面により申告する。 

システム処理対象外の条件 

１件の申告につき欄数が 200 欄を超える場合。 

申告価格が 10 兆円以上又は 13 桁を超える場合。 

数量が８桁を超える場合又は１千トン若しくは１千キロリットル以上の場合。 

関税法基本通達 67－２－７(1)及び(2)（旅具通関扱いをする別送品輸出貨物）に該

当しない場合。 

保税蔵置場以外で通関する場合。 

積戻し貨物の場合。 

その他税関長がシステムを使用して処理することが不適当と認める申告等の場合。 

 

【別送品輸出申告の流れ】 

 

 

 

 

 

１ 別送品輸出申告事項の登録 

(1) 別送品輸出申告事項の登録 

別送品輸出申告を行う者又はその代理人である通関業者（以下この節において「通関業者等」

という。）は、「別送品輸出申告」業務（業務コード：ＵＥＣ）を実施する前に、次により別送品

輸出申告事項をシステムに登録する。 

なお、登録済申告可能者であれば、後記２（別送品輸出申告事項の訂正）による訂正、又は後

記３（別送品輸出申告）による別送品輸出申告のシステムへの登録を実施することができる。 

登録した別送品輸出申告事項は、後記２（別送品輸出申告事項の訂正）により、「別送品輸出申

告」業務（業務コード：ＵＥＣ）を実施するまでの間、訂正することができる。 

イ 呼出しによらない方法 

「別送品輸出申告事項登録」業務（業務コード：ＵＥＡ）を利用して、次の事項を入力し送

信する。 

また、入力したＡＷＢ番号に係るシステムに登録されている貨物情報と共通の項目について

は入力することなく送信することにより、次の補完項目が貨物情報から自動補完される。 

（補完項目） 

・申告予定年月日 

・通関予定蔵置場コード 

・貨物個数 

事項登録 

ＵＥＡ 

申告 

ＵＥＣ 

呼出し 

ＵＥＢ 

呼出し 

ＵＥＤ 

変更事項登録 

ＵＥＡ０１ 
申告変更 

ＵＥＥ 
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・最終仕向地コード 

・積込港コード 

◎ 留意事項 

通関予定蔵置場コード（「保税地域」欄）及び貨物個数（「貨物個数」欄）について

は、システムに登録されている貨物情報と一致している必要があることから留意するこ

と。 

 

＜共通部＞ 

項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

１ 別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号」欄） 

入力不可。 

２ 申告先種別コード 

（「申告先種別」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

一般申告（緊急通関貨物） Ｒ 

一般申告（特別通関貨物） Ｔ 

自由化申告（緊急通関貨物） Ｅ（注） 

横持ち申告 Ｙ 

横持ち申告（緊急通関貨物） Ｋ 

（注）「Ｅ」（自由化申告（緊急通関貨物））は横持ち申告を除く

自由化申告の緊急通関貨物の場合に入力する。 

３ 申告税関官署コード 

（「税関官署」欄） 

(1) 「保税地域」欄への入力内容に基づき、当該蔵置場を管轄

する税関官署の税関官署コード（「業務コード集」参照）が

システムにより自動的に出力される。ただし、「申告先種別」

欄に「Ｔ」一般申告（（特別通関貨物））を入力した場合は、

当該官署の開庁時間外の申告を受け付ける税関官署の税関

官署コード（「業務コード集」参照）がシステムにより自動

的に出力される。 

(2) 入力者の利用者コードについて、別送品輸出申告先税関官

署がシステムに登録されている場合は、登録されている税関

官署の税関官署コード（「業務コード集」参照）が(1)に優先

して自動的に出力される。 

(3) 税関の指示により、システムにより自動的に出力された税

関官署以外の税関官署に変更する場合は、別送品輸出申告先

の税関官署コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

(4) 自由化申告の場合は別送品輸出申告先の税関官署コード

（「業務コード集」参照）を入力する。 

（注）外郵官署の税関官署コードは入力不可であることから、

留意すること。 
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項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

４ 申告先部門コード 

（「部門」欄） 

(1) 「申告先種別」欄に基づいてシステムにより自動的に出力

される。 

(2) 税関の指示により、システムにより自動的に出力された部

門以外の部門に変更する場合は、別送品輸出申告先部門の部

門コードを入力する。 

５ 申告予定年月日 

（「申告予定年月日」欄） 

(1) 本業務を実施した日の翌日以降に申告する場合は、申告予

定年月日を西暦（８桁）で入力する。 

(2) 入力しない場合は、本業務の実施日が自動的に出力され

る。 

(3) 事項登録日の翌週に申告する場合は、申告価格計算用換算

レートがシステムに登録されている必要がある。 

６ 荷送人氏名 

（「荷送人＊」欄） 

荷送人の氏名を必須入力する。 

７ 郵便番号 

（「郵便番号」欄） 

荷送人の郵便番号を入力する（区切り符号は入力しない。）。 

以下８から 11 までの項目の具体的な入力方法は、前章第１節別紙６（住所の入力方法）を参照する

こと。 

８ 住所１（都道府県） 

（「住所＊」欄上段左） 

荷送人の住所（都道府県）を必須入力する。 

 

９ 住所２（市区町村（行政区名）） 

（「住所＊」欄上段右） 

(1) 荷送人の住所（市区町村（行政区名））を必須入力する。 

(2) 荷送人の住所（市区町村（行政区名））を全て入力すること

ができない場合は、「住所＊」欄中段に続けて入力する。 

10 住所３（町域名・番地） 

（「住所＊」欄中段） 

(1) 荷送人の住所（町域名及び番地）を必須入力する。 

(2) 「住所＊」欄上段右のみでは荷送人の住所（市区町村（行

政区名））を全て入力することができない場合は、本欄に続け

て入力する。 

(3) 荷送人の住所（町域名及び番地）を全て入力することがで

きない場合は、「住所＊」欄下段に続けて入力する。 

11 住所４（ビル名ほか） 

（「住所＊」欄下段） 

(1) 荷送人の住所（ビル名等）を入力する。 

(2) 「住所＊」欄中段のみでは荷送人の住所（町域名及び番地）

を全て入力することができない場合は、本欄に続けて入力す

る。 

12 荷送人電話番号 

（「電話」欄） 

荷送人の電話番号を市外局番から入力する（区切り符号は入

力しない。）。 

13 税関事務管理人コード 

（「税関事務管理人」欄） 

税関事務管理人を定めている場合は次による。 
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項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

① 法人番号を有する税関事務管理人の場合は、法人番号を

入力する。なお、枝番（４桁）を入力しない場合は、シス

テムにより自動的に「0000」が補完される。 

② 法人番号を除く輸出入者コードのみを有する税関事務管

理人の場合は、当該輸出入者コードを入力する。なお、枝

番（４桁）を入力しない場合は、システムにより自動的に

「0000」が補完される。 

③ 輸出入者コードを有しない税関事務管理人の場合は、入

力を要しない。 

14 税関事務管理人受理番号 

（「受理番号」欄） 

税関事務管理人を定めている場合は、税関事務管理人受理番

号を入力する。 

15 税関事務管理人名 

（「受理番号」欄下） 

税関事務管理人を定めている場合であって、次のいずれかに

該当する場合は、税関事務管理人名を入力する。 

① 「税関事務管理人」欄を入力しなかった場合。 

② 「税関事務管理人」欄に関連付けのない法人番号を入力し

た場合。 

16 通関予定蔵置場コード 

（「保税地域」欄） 

(1) 通関予定蔵置場の保税地域コード（「業務コード集」参照）

を入力する。 

(2) 蔵置場以外（他所蔵置場所及び税関検査場等）については

入力不可。 

17 受取人氏名 

（「受取人＊」欄） 

当該貨物の受取人の氏名を必須入力する。 

18 住 所 １ （ Street and 

number/P.O.BOX） 

（「住所＊」欄１段目） 

受取人の住所（Street and number/P.O.BOX）を必須入力す

る。 

19 住 所 ２ （ Street and 

number/P.O.BOX） 

（「住所＊」欄２段目） 

受取人の住所（Street and number/P.O.BOX）を入力する。 

20 住所３（City name） 

（「住所＊」欄３段目） 

受取人の住所（City name）を入力する。 

21 住所４（Country sub-entity 

name） 

（「住所＊」欄４段目左） 

受取人の住所（Country sub-entity name）を入力する。 

22 郵便番号 

（Postcode identification） 

（「住所＊」欄４段目右） 

受取人の郵便番号（Postcode identification）を入力する（区

切り符号は入力しない。）。 
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項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

23 国名コード（Country coded） 

（「国コード＊」欄） 

(1) 受取人の国名の国名コード（「業務コード集」参照）を必須

入力する。 

(2) 「ＪＰ」（日本）、「ＺＸ」（保税工場・総合保税地域）、「Ｚ

Ｙ」（指図式）及び「ＺＺ」（不明）は入力不可。 

24 検査立会者 

（「検査立会者」欄） 

検査又は貨物確認の立会いを申告者以外の者に委託する場

合は、当該受託者の利用者コードを入力する。 

25 ＡＷＢ番号 

（「ＡＷＢ番号＊」欄） 

ＡＷＢ番号又はＨＡＷＢ番号のプリフィックス部及び通番

部（枝番号を含む。）を必須入力する。 

26 貨物個数 

（「貨物個数」欄） 

貨物の外装個数を入力する。 

27 最終仕向地コード 

（「最終仕向地」欄左） 

 

(1) 最終仕向地について次のとおり入力する。 

① 最終仕向地が国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）

に掲載されている場合は、国名コード（２桁）＋地域コ

ード（３桁）を入力する（例：アメリカのニューヨーク

国際空港の場合は、「ＵＳＪＦＫ」）。 

② 国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）に国名コー

ドは掲載されているものの、地域コードは掲載されて

いない場合は、国名コード（２桁）に「ＺＺＺ」を加え

て入力する（例：アメリカの場合は、「ＵＳＺＺＺ」）。 

(2) 国名コードについては「ＪＰ」（日本）、「ＺＸ」（保税工場・

総合保税地域）、「ＺＹ」（指図式）及び「ＺＺ」（不明）は入

力不可。 

28 最終仕向地名 

（「最終仕向地」欄右） 

「最終仕向地」欄左に地域コードとして「ＺＺＺ」を入力し

た場合は、最終仕向地名を必須入力する。 

29 積込港コード 

（「積込港」欄） 

国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の地域コード３

桁を入力する（例：成田空港の場合、「ＮＲＴ」）。 

30 出港予定年月日 

（「出港予定年月日」欄） 

(1) 申告貨物の搭載予定年月日を西暦（８桁）で入力する。 

(2) 次の条件を満たすこと。 

申告予定年月日≦出港予定年月日≦入力日＋30 日 

31 旅券番号 

（「旅券番号」欄） 

荷送人の旅券番号を入力する。 

 

32 荷送人生年月日 

（「荷送人生年月日」欄） 

荷送人の生年月日を西暦（８桁）で入力する。 

33 国籍 

（「国籍」欄） 

荷送人の国籍の国名コード（「業務コード集」参照）を入力す

る。 

34 出国（予定）年月日 

（「出国（予定）年月日＊」欄） 

(1) 前送貨物の場合は、出国予定年月日を西暦（８桁）で必須

入力する。 



２－９－６ 

 

 

項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

(2) 後送貨物の場合は、出国年月日を西暦（８桁）で必須入力

する。 

35 別送品確認書類等識別１ 

（「別送品確認書類等識別＊」

欄左） 

(1) 別送品であることを確認する書類（以下この節において

「確認書類」という。）について、次の区分に応じたコードを

必須入力する。 

(2) 確認書類が複数ある場合は、「別送品確認書類等識別＊」欄

右に入力する。 

(3) 「Ｉ」（その他）を入力した場合は、「記事」欄にその詳細

を入力する。 

区 分 コード 

搭乗予約証明書 Ａ 

航空券 Ｂ 

予約確認書 Ｃ 

旅程表 Ｄ 

赴任証明書 Ｅ 

搭乗券半券 Ｆ 

搭乗証明書 Ｇ 

旅券（本邦出国印、渡航先入国印及びビザ）（注） Ｈ 

その他 Ｉ 

（注）後送貨物の場合で、旅券の本邦出国印、渡航先入国印及

びビザを確認したときにのみ「Ｈ」（旅券（本邦出国印、渡

航先入国印及びビザ））を入力し、前送貨物の場合等、旅券

の確認のみを行った場合は「Ｈ」（旅券（本邦出国印、渡航

先入国印及びビザ））を入力しない。 

36 別送品確認書類等識別２ 

（「別送品確認書類等識別＊」

欄右） 

確認書類が複数ある場合は、「別送品確認書類等識別＊」欄左

に準じて、コードを入力する。 
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項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

37 他法令等識別 

（「他法令等識別」欄） 

他法令による許可若しくは承認等を受けている場合、輸出免

税品である場合又は外国製品の持出しがある場合は、次の区分

に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

他法令 Ａ 

輸出免税品 Ｂ 

外国製品持出 Ｃ 

他法令・輸出免税品 Ｄ 

他法令・外国製品持出 Ｅ 

輸出免税品・外国製品持出 Ｆ 

他法令・輸出免税品・外国製品持出 Ｇ 
 

38 記事 

（「記事」欄） 

(1) 税関における審査に必要となる事項を入力する。 

(2) 「添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＢ）を利用

してインボイス、パッキングリスト及び確認書類を電子的に

提出する場合は、その旨を入力する。 

（入力例） 

「ＭＳＢによりパスポート、搭乗証明書の提出あり」 

(3) 通関業者等が必要とする事項（書類作成者、関係書類の整

理番号等）を入力する。 

(4) 漢字及びかなで入力することもできる。 

＜繰返部＞ 

項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

以下 39 から 44 までの項目は、最大 200 欄まで繰り返し入力することができる。 

39 品名 

（「品名」欄） 

(1) パッキングリスト等に記載されている品名を入力する。 

(2) 漢字及びかなで入力することもできる。 

40 数量 

（「数量」欄左） 

貨物の数量を入力する。 

 

41 数量単位コード 

（「数量」欄右） 

(1) 「数量」欄左を入力した場合は、数量の単位の通関用数量

換算単位コード（「業務コード集」参照）を入力する。 

(2) 入力しない場合は「ＮＯ」がシステムにより自動補完され

る。 

42 価格 

（「価格」欄左） 

(1) 貨物の価格を入力する。 

(2) 「価格」欄右に「ＪＰＹ」以外の単位を入力する場合は、

小数点以下第２位まで入力することができる。 

(3) 価格が判明しない場合は、「０」を入力する。 

43 通貨単位コード (1) 通貨種別の通貨コード（「業務コード集」参照）を入力する。 
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項

番 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

（「価格」欄右） (2) 入力しない場合は「ＪＰＹ」がシステムにより自動補完さ

れる。 

44 パッキング番号 

（「番号」欄） 

貨物が梱包されている梱包番号を入力する。 

（注１）繰返部を入力する場合は、別送品輸出申告を行う貨物の全てについて入力することとし、

一部のみの入力不可。 

（注２）繰返部を入力せずに後記３(4)（別送品輸出申告に係る関係書類の提出）により、書面によ

りパッキングリストを提出することも可能である。 

（注３）欄数が 200 欄を超える等の理由がある場合は、品名、通貨単位ごとに価格、数量を集計

し、入力することもできる。ただし、税関（別送担当部門）からパッキングリストの提出を

求められる場合があるので留意すること。 

ロ 呼出しによる方法 

「別送品輸出申告事項呼出し」業務（業務コード：ＵＥＢ）を利用して、「輸出管理番号／Ａ

ＷＢ番号」欄にＡＷＢ番号又はＨＡＷＢ番号のプリフィックス部及び通番部（枝番号を含む。）

を入力し送信することにより、システムに登録されている貨物情報と共通の事項が「別送品輸

出申告事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＥ４５５１）として応答画面に出力されることか

ら、出力された内容を確認の上、他の事項を前記イ（呼出しによらない方法）に準じて、入力

し送信する（補完項目については前記イ（呼出しによらない方法）の補完項目参照）。 

 

(2) 出力情報 

前記(1)（別送品輸出申告事項の登録）により、別送品輸出申告事項がシステムに登録された場

合は、通関業者等に「別送品輸出申告入力控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ０ＫＡ１）が配信さ

れる。 

 

２ 別送品輸出申告事項の訂正 

(1) 別送品輸出申告事項の訂正 

前記１（別送品輸出申告事項の登録）により別送品輸出申告事項を登録した通関業者等が、シ

ステムに登録した別送品輸出申告事項を「別送品輸出申告」業務（業務コード：ＵＥＣ）による

別送品輸出申告前に訂正する場合は、次による。 

なお、登録済申告可能者においても別送品輸出申告事項を訂正することができる。 

イ 呼出しによらない方法 

「別送品輸出申告事項登録」業務（業務コード：ＵＥＡ）を利用して、当初の別送品輸出申

告事項登録により払い出された別送品輸出申告番号、別送品輸出申告事項及び訂正を必要とす

る事項を入力し送信する。 

なお、前記１(1)イ（呼出しによらない方法）に準じて、システムに登録されている貨物情報

を利用することができる。 

ロ 呼出しによる方法 

「別送品輸出申告事項呼出し」業務（業務コード：ＵＥＢ）を利用して、次の事項を入力し
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送信することにより、システムに登録されている別送品輸出申告事項登録の内容が、「別送品輸

出申告事項登録情報｣(出力情報コード：ＡＡＥ４５５１)として応答画面に出力されることか

ら、出力された内容を確認の上、追加又は訂正を必要とする事項を入力し送信する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号」欄） 

事項登録時に払い出された別送品輸出申告番号を必

須入力する。 

輸出管理番号／ＡＷＢ番号 

（「輸出管理番号／ＡＷＢ番号」欄）

（注） 

貨物情報を利用する場合に、ＡＷＢ番号又はＨＡＷ

Ｂ番号のプリフィックス部及び通番部（枝番を含む。）

を入力する。（補完項目については前記１(1)イ（呼出

しによらない方法）の補完項目参照） 

（注）「輸出管理番号／ＡＷＢ番号」欄を入力した場合は、システムに登録されている別送品輸出

申告情報の項目又は貨物情報の項目で重複する項目のうち、次の項目については、貨物情報

に登録されている内容が優先されることから留意すること。 

・通関予定蔵置場コード 

・貨物個数 

・最終仕向地コード 

・積込港コード 

 

(2) 出力情報 

前記(1)（別送品輸出申告事項の訂正）により、別送品輸出申告事項が訂正された場合は、通関

業者等に「別送品輸出申告入力控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ０ＫＡ１）が配信される。 

 

３ 別送品輸出申告 

(1) 別送品輸出申告 

前記１(別送品輸出申告事項の登録)により別送品輸出申告事項を登録した通関業者等は、当該

登録（前記２（別送品輸出申告事項の訂正）により訂正した場合は当該訂正）による応答画面の

出力内容又は前記１(2)（出力情報）で配信された「別送品輸出申告入力控情報」（出力情報コー

ド：ＡＡＥ０ＫＡ１）を利用して申告内容を審査の上、次により別送品輸出申告をシステムに登

録する。 

また、登録済申告可能者においても別送品輸出申告をシステムに登録することができる。 

別送品輸出申告の登録は、審査を行った通関士が行うが、税関手続関連（共通編）－共通手続

－第２章第 20 節（通関士審査結果の登録）により、申告内容について事前に通関士の審査を受け

た旨がシステムに登録されている場合は、通関士以外の者が登録することもできる。 

イ 「別送品輸出申告」業務（業務コード：ＵＥＣ）を利用する方法 

「別送品輸出申告」業務（業務コード：ＵＥＣ）を利用して、次の事項を入力し送信する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号＊」欄） 

別送品輸出申告番号を必須入力する。 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告条件 

（「申告条件」欄） 

次の区分に応じたコードを入力する。 

区 分 コード 

搬入時申告 Ｉ 

開庁時申告 Ｋ 

搬入前申告 Ｘ 

開庁時搬入前申告 Ｙ 

搬入後申告 （入力しな

い。） 
 

(ｲ) 搬入時申告（申告条件：「Ｉ」）（システム参加保税地域で通関する場合に限る。） 

「申告条件」欄に「Ｉ」（搬入時申告）を入力し送信した場合は、通関予定蔵置場におい

て搬入確認がシステムに登録された時に、別送品輸出申告がシステムにより自動起動する。

ただし、次の場合は自動起動しないことから留意すること。 

Ａ 開庁時間外における搬入確認登録 

貨物の搬入確認登録が別送品輸出申告先官署の開庁時間外に行われた場合において、当

該時間帯に係る時間外執務要請届の提出が行われていない場合は、システムにより自動的

に開庁時申告（後記(ﾛ)（開庁時申告（申告条件：「Ｋ」））参照）への付替処理が行われ

る。 

この場合において、後記(ﾛ)（開庁時申告（申告条件：「Ｋ」））による自動起動を待たず

に別送品輸出申告を行うときは、時間外執務要請届の提出を行った後、後記(ﾎ)（搬入後申

告）により行う。なお、届出については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第１

節（時間外執務要請届）を参照すること。（以下、この節において同じ。） 

Ｂ 通関予定蔵置場において既に搬入確認登録が行われていた場合 

搬入時申告を登録した時に既に搬入確認登録が行われていた場合は、システムにより自

動的に搬入後申告（後記(ﾎ)（搬入後申告）参照）に切り替えられる。 

Ｃ 別送品輸出申告事項の訂正 

別送品輸出申告がシステムにより自動起動する前に、前記２(1)（別送品輸出申告事項の

訂正）により別送品輸出申告事項を訂正した場合は、搬入時申告の旨が取り消されること

から、改めて別送品輸出申告を行う。 

(ﾛ) 開庁時申告（申告条件：「Ｋ」） 

「申告条件」欄に「Ｋ」（開庁時申告）を入力し送信した場合は、登録後最初に到来する

午前８時 30 分以降に別送品輸出申告がシステムにより自動起動する（ただし、行政機関の休

日である場合（休日に開庁している官署である場合を含む。）は、翌平日の午前８時 30 分以

降に自動起動する。）。 

また、開庁時申告の登録は、税関長が公示する税関官署ごとの開庁時間（輸出入通関業務

に係る開庁時間）以外の時間帯においてのみ可能である。したがって、別送品輸出申告先税

関官署について、上記自動起動する時刻までの間に開庁時間外となる時間帯がない場合は、

開庁時申告を登録することはできない。 

なお、別送品輸出申告がシステムにより自動起動する前に、前記２(1)（別送品輸出申告事
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項の訂正）により別送品輸出申告事項を訂正した場合は、開庁時申告の旨が取り消されるこ

とから、改めて開庁時申告を行う。 

(ﾊ) 搬入前申告（申告条件：「Ｘ」） 

「申告条件」欄に「Ｘ」（搬入前申告）を入力し送信した場合は、別送品輸出申告の搬入

前申告が行われる。ただし、貨物が既に保税地域等に搬入されている場合は、システムによ

り自動的に搬入後申告に切り替えられる。 

なお、搬入前申告を別送品輸出申告先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届

の提出を行っている必要がある。 

また、通関予定蔵置場がシステム不参加である場合は、通関業者等が貨物の搬入を確認し

た後に「輸出申告搬入後処理」業務（業務コード：ＣＥＷ）を利用して、申告番号を入力し

送信する必要がある。 

(ﾆ) 開庁時搬入前申告（申告条件：「Ｙ」） 

「申告条件」欄に「Ｙ」（開庁時搬入前申告）を入力し送信した場合は、最初に到来する

午前８時 30 分以降に別送品輸出申告の搬入前申告がシステムにより自動起動する（ただし、

行政機関の休日である場合（休日に開庁している官署である場合を含む。）は、翌平日の午前

８時 30 分以降に自動起動する。）。ただし、貨物が既に保税地域等に搬入されている場合

は、システムにより自動的に開庁時申告（前記(ﾛ)（開庁時申告（申告条件：「Ｋ」））参照）

に切り替えられる。 

なお、通関予定蔵置場がシステム不参加である場合は、通関業者等が貨物の搬入を確認し

た後に「輸出申告搬入後処理」業務（業務コード：ＣＥＷ）を利用して、申告番号を入力し

送信する必要がある。 

また、開庁時搬入前申告の登録は、税関長が公示する税関官署ごとの開庁時間（輸出入通

関業務に係る開庁時間）以外の時間帯においてのみ可能である。したがって、別送品輸出申

告先官署について、上記自動起動する時刻までの間に開庁時間外となる時間帯がない場合

は、開庁時搬入前申告を登録することはできない。 

なお、搬入前申告が開庁時にシステムにより自動起動する前に、前記２(1)（別送品輸出申

告事項の訂正）により別送品輸出申告事項を訂正した場合は、開庁時申告の旨が取り消され

ることから、改めて開庁時搬入前申告を行う必要がある。 

(ﾎ) 搬入後申告 

「申告条件」欄を入力せずに送信した場合は別送品輸出申告の搬入後申告が行われる。 

なお、貨物が通関予定蔵置場に搬入される前に搬入後申告を行うことはできないことから

留意すること。 

また、搬入後申告を別送品輸出申告先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届

の提出を行っている必要がある。 

ロ 「別送品輸出申告事項登録」業務（業務コード：ＵＥＡ）の応答画面を利用する方法 

前記１（別送品輸出申告事項の登録）（前記２（別送品輸出申告事項の訂正）により訂正した

場合は当該訂正）により別送品輸出申告事項をシステムに登録した場合は、登録した内容が

「別送品輸出申告入力控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ０ＫＡ１）として応答画面に出力され

ることから、出力された内容を確認の上、必要な申告条件を入力し送信する。 

なお、申告条件の入力については、前記イ（「別送品輸出申告」業務（業務コード：ＵＥＣ）
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を利用する方法）に準ずる。 

 

(2) 別送品輸出申告の受理及び通知 

前記(1)（別送品輸出申告）により別送品輸出申告が受理された場合は、各出力情報の「区分」

欄に、次の区分に応じたコードが付与されて、通関業者等に配信される。 

審査検査区分識別の詳細については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第４章（照会関係手

続）付表３－８－１（ＩＥＵ「別送品輸出申告照会」出力事項）参照。 

審査区分 審査区分コード 

書類審査扱い ２ 

検査扱い ３ 

 

出力情報 出力情報コード 出力条件 

別送品輸出申告控情報（書類） ＡＡＥ２ＫＤ１ 審査区分として「２」（書類審査扱い）

が付与された場合。 

別送品輸出申告控情報（検査） ＡＡＥ３ＫＤ１ 審査区分として「３」（検査扱い）が

付与された場合。 

 

(3) 搬入前申告における貨物搬入後の通知 

搬入前申告において前記(2)（別送品輸出申告の受理及び通知）の通知の後、貨物が保税地域等

に搬入された場合は、通関業者等に「輸出搬入時状況通知情報」（出力情報コード：ＡＡＥ５０３

１）が配信される。 

なお、「３」（検査扱い）の審査区分が付与され、かつ、検査区分を付与する設定がされている

通関蔵置場である場合は、検査区分も付与される。 

 

(4) 別送品輸出申告に係る関係書類の提出 

前記(2)（別送品輸出申告の受理及び通知）により別送品輸出申告が受理された場合は、次によ

り関係書類を提出する。 

イ 提出期限 

別送品輸出申告の日の翌日から３日以内（行政機関の休日の日数は算入しない。） 

ロ 提出書類 

関税法及びその他の関税に関する法令の規定により、別送品輸出申告に際して税関に提出す

べきものとされている次の関係書類に、別送品輸出申告番号、申告等年月日、申告先税関官署

及び部門並びに通関業者等名その他必要事項（以下この節において「別送品輸出申告番号等」

という。）を記載して、別送品輸出申告先税関官署（別送担当部門）に提出する。 

 

提出書類 前送貨物の場合 後送貨物の場合 

インボイス （注１） 

パッキングリスト 要（注２） 

Ｂ／Ｌ（航空貨物の場合はＡＷＢ） 要 要 



２－９－１３ 

 

 

提出書類 前送貨物の場合 後送貨物の場合 

旅券 要 － 

搭乗予約証明書 

いずれか１点 

－ 

航空券 － 

予約確認書 － 

旅程票 － 

赴任証明書 

いずれか１点 
搭乗券半券 － 

搭乗証明書 － 

旅券（本邦出国印、渡航先入国印及びビザ） － 

輸出別送品申告書（税関様式Ｃ第５３４０号） － 

輸出免税物品輸出申告書 

（注３） 

（注４） 

輸出免税物品購入記録票 

外国製物品持出確認票（税関様式Ｃ第５３３０号） 

他法令に係る許可・承認書 

（注１）関税法第 68 条（輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類）に規定する場合に限り

提出する。 

（注２）前記１(1)イ（呼出しによらない方法）の 39 から 44 までの項目を入力した場合は、

提出を省略することができる。ただし、繰返部が 200 欄を超える場合又は品名、通貨

単位ごとの価格並びに数量を集計したものを入力した場合は、提出を求められる場合

があることから留意すること。 

（注３）前記１(1)イ（呼出しによらない方法）の「他法令等識別」欄を入力した場合に限り

提出する。 

（注４）「添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＢ）を利用して提出することはできな

いことから書面により提出すること。 

「申告添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＸ）を利用して提出した場合は、

当該原本に別送品輸出申告番号等を付記して、別送品輸出許可の日の翌日から３日以

内（行政機関の休日の日数は算入しない。）に提出又は提示する。ただし、別送品輸出

許可の前に当該原本を書面により確認する必要があると認められる場合には、当該原

本を書面により別送品輸出申告先税関官署（別送担当部門）に提出又は提示する。 

ハ 提出先 

別送品輸出申告を行った税関（別送担当部門） 

ニ 電子ファイルによる提出 

前記ロ（提出書類）に定める関係書類を電子ファイルにより提出する場合は、次のいずれか

による。 

(ｲ) 「添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＢ）を利用する場合 

税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第４節２（添付ファイル登録）により提出す

る。この場合、「添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＢ）において「件名」欄には

別送品輸出申告の提出書類の名称、「申告申請等番号」欄は別送品輸出申告番号、「通信
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欄」欄は添付する書類の種類（旅券、搭乗証明書等）を入力する。 

なお、電子ファイルにより提出した書類について、原則として書面の提出は要しないが、

税関に提出を求められたときは提出する。 

(ﾛ) 「申告添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＸ）を利用する場合 

税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第 16 節（通関関係書類の電子ファイルによる提

出）により提出する。この場合、「申告添付ファイル登録」業務（業務コード：ＭＳＸ）に

おいて「通信欄」欄は添付する書類の種類（旅券、搭乗証明書等）を入力する。 

 

(5) 検査貨物の運搬等 

前記(2)（別送品輸出申告の受理及び通知）により別送品輸出申告が受理され、審査区分として

「２」（書類審査扱い）又は「３」（検査扱い）が付与された別送品輸出申告貨物について、税関

により検査指定又は検査取止めがシステムに登録された場合は、次の情報がそれぞれ配信され

る。 

検査等区分が「Ｋ」（検査場検査）の場合は、配信された検査指定情報（出力情報コードについ

ては次による。）を利用し、関税法基本通達 67－１－８（検査貨物の指定等）の規定に基づき蔵

置場所と税関検査場間の運搬等を行う。 

なお、通関業者等に配信される情報を税関に配信したい場合は、税関に申し出ること。 

イ 検査指定された場合 

(ｲ) システム申告の場合 

出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査指定情報 

 

 

 

ＡＡＥ４７４１ Ｒ：現場検査 

Ｋ：検査場検査 

検査指定票 

（申告書用） 

税関（別送担当部門） 

ＡＡＥ５０１１ 通関業者等 

検査立会者（注１） 

ＡＡＥ４７５１ Ｒ：現場検査 

 

検査指定票 

（倉主等用） 

通関業者等（注２） 

通関蔵置場（注３） 

検査立会者 

ＡＡＥ４７６１ Ｋ：検査場検査 検査指定票 

（運搬・倉主等用） 

通関業者等（注２） 

検査立会者（注１） 

ＡＡＥ４７７１ 検査指定票 

（倉主等用） 

通関蔵置場（注３） 

（注１）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

（注２）検査指定の際に、税関へ配信する旨がシステムに登録された場合は、通関業者等に配信

されず、税関（別送品担当部門）に配信される。 

（注３）① システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

② 搬入前申告の場合は本業務では配信されず「輸出申告搬入後処理」業務（業務コード：

ＣＥＷ）が実施された時に配信される。 

(ﾛ) 書面による申告の場合 
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出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査指定情報 

（マニュアル

申告） 

 

 

 

ＡＡＥ４７９１ Ｒ：現場検査 

Ｋ：検査場検査 

検査指定票 

（申告書用） 

税関（別送担当部門） 

ＡＡＥ４８０１ Ｒ：現場検査 検査指定票 

（倉主等用） 

税関（別送担当部門） 

（注１） 

通関蔵置場 

（注２）（注３） 

ＡＡＥ４８１１ Ｋ：検査場検査 検査指定票 

（運搬・倉主等用） 

税関（別送担当部門） 

（注１） 

ＡＡＥ４８２１ 検査指定票 

（倉主等用） 

通関蔵置場 

（注２）（注３） 

（注１）税関用と通関業者用の２通がそれぞれ配信される。 

（注２）システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

（注３）ＨＡＷＢの場合で、蔵置場所に貨物が全量蔵置されていない場合は、配信されない。 

 

ロ 検査取止めの場合 

(ｲ) システム申告の場合 

出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査取止情報 ＡＡＥ４７８１ Ｔ：検査取止 

２：区分変更（書類） 

検査取止票 通関業者等 

通関蔵置場（注１） 

検査立会者（注２） 

（注１）① 検査指定済みの場合であって、税関が検査取止めを行った場合に限る。 

② システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に限

る。 

③ 搬入前申告で「輸出申告搬入後処理」業務（業務コード：ＣＥＷ）が実施されてい

ない場合は配信されない。 

（注２）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 (ﾛ) 書面による申告の場合 

出力情報 出力情報コード 検査等区分 帳票タイトル 配信先 

検査指定情報

（マニュアル

申告） 

ＡＡＥ４８３１ Ｔ：検査取止 検査取止票 税関（別送担当部門）

（注１） 

通関蔵置場 

（注２）（注３） 

（注１）税関用と通関業者用の２通がそれぞれ配信される。 

（注２）システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

（注３）ＨＡＷＢの場合で、蔵置場所に貨物が全量蔵置されていない場合は、配信されない。 

 

(6) 別送品輸出申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取消し 

前記(1)（別送品輸出申告）による申告が受理された後に、検査立会者の登録、変更又は取消を
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実施する場合は、この章第２節３(6)（輸出申告後に行う検査立会者の登録、変更及び取消し）に

よる。 

 

４ 別送品輸出申告変更事項の登録 

前記３（別送品輸出申告）により別送品輸出申告を登録した通関業者等が、当該登録後、別送品

輸出申告に係る許可までの間に、別送品輸出申告内容に誤りがあるため別送品輸出申告の内容を変

更する場合、別送品輸出申告を行った税関官署（別送担当部門）の了承を得た上で後記(1)（別送品

輸出申告変更事項の登録）による。 

なお、登録した変更事項については、後記５（別送品輸出申告変更）により、「別送品輸出申告変

更」業務（業務コード：ＵＥＥ）を実施するまでの間、次により訂正することができる。 

◎ 留意事項 

① 変更の登録は、最大９回までシステムを使用して行うことができるが、９回を超える変更に

ついては、後記９(4)（別送品輸出申告の手作業移行）による。 

② 検査立会者の登録、変更又は取消しを行う場合は、前記３(6)（別送品輸出申告後に行う検査

立会者の登録、変更及び取消し）により実施すること。 

③ 次の項目については変更することができないことから、あらかじめ税関（別送担当部門）へ

申告内容を変更する旨を申し出た上で、当該別送品輸出申告を後記９(3)（別送品輸出申告の

撤回）により撤回し、改めて別送品輸出申告を行うこととなることから留意すること。 

項目名 入力画面 

申告税関官署コード 「税関官署」欄 

荷送人氏名 「荷送人」欄 

通関蔵置場コード（注） 「保税地域」欄 

（注）搬入前申告の変更であって貨物搬入前の場合、同一税関官署内での保税地域の変更は

可能である。自由化申告に係る搬入前申告の変更であって貨物搬入前の場合において

は、同一税関内であれば当初の蔵置官署と異なる官署が管轄する通関予定蔵置場に変更

することができる。なお、自由化申告において既に検査指定を受けている場合に、当該

変更を行った場合は、後記５(1)（別送品輸出申告変更）により、当該検査指定の取消し

が行われるので留意すること。 

 

(1) 別送品輸出申告変更事項の登録 

イ 呼出しによらない方法 

「別送品輸出申告変更事項登録」業務（業務コード：ＵＥＡ０１）を利用して、別送品輸出

申告番号、別送品輸出申告により申告した事項及び変更を必要とする事項を入力し送信する。 

なお、ステムに登録されている貨物情報については前記１(1)イ（呼出しによらない方法）に

準じて利用することができる。 

ロ 呼出しによる方法 

「別送品輸出申告変更事項呼出し」業務（業務コード：ＵＥＤ）を利用して、別送品輸出申

告番号を入力し送信することにより、システムに登録されている別送品輸出申告に係る申告内

容が、「別送品輸出申告変更事項登録情報」（出力情報コード：ＡＡＥ４５６１）として応答画

面に出力されることから、出力された内容を確認の上、追加又は訂正を必要とする事項を上書
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き入力し送信する。 

 

(2) 出力情報 

前記(1)（別送品輸出申告変更事項の登録）により、別送品輸出申告事項を変更した場合は、通

関業者等に「別送品輸出申告変更入力控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ０ＫＢ１）が配信され

る。 

 

５ 別送品輸出申告変更 

(1) 別送品輸出申告変更 

前記４（別送品輸出申告変更事項の登録）により別送品輸出申告変更事項を登録した通関業者

等は、当該変更事項登録の応答画面の出力内容又は前記４(2)（出力情報）で配信された「別送品

輸出申告変更入力控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ０ＫＢ１）を利用して申告変更の内容を審査

の上、次により別送品輸出申告をシステムに登録する。 

別送品輸出申告変更の登録は、審査を行った通関士が行うが、税関手続関連（共通編）－共通

手続－第２章第 20 節（通関士審査結果の登録）により、申告変更の内容について事前に通関士の

審査を受けた旨がシステムに登録されている場合は、通関士以外の者が登録することもできる。 

また、別送品輸出申告変更を別送品輸出申告先税関官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執

務要請届の提出を行っている必要がある。 

イ 「別送品輸出申告変更」業務（業務コード：ＵＥＥ）を利用する方法 

「別送品輸出申告変更」業務（業務コード：ＵＥＥ）を利用して、次の事項を入力し送信す

る。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号＊」欄） 

当初の別送品輸出申告番号に枝番が付された別送品輸

出申告番号を必須入力する。 

訂正票出力識別 

（「訂正票出力識別」欄） 

税関に「別送品輸出申告変更控情報（書類）」（出力情報

コード：ＡＡＥ２ＫＥ１）又は「別送品輸出申告変更控情

報（検査）」（出力情報コード：ＡＡＥ３ＫＥ１）を配信す

る場合はあらかじめ税関の了承を得た上で、「Ｐ」を入力

する。 

ロ 「別送品輸出申告変更事項登録」業務（業務コード：ＵＥＡ０１）の応答画面を利用する方法 

前記４（別送品輸出申告変更事項の登録）により別送品輸出申告事項をシステムに登録した

場合は、別送品輸出申告変更事項の内容が「別送品輸出申告変更入力控情報」(出力情報コー

ド：ＡＡＥ０ＫＢ１)として応答画面に出力されることから、出力された内容を確認の上、必要

に応じて「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力し送信する。 

なお、｢訂正票出力識別｣欄の入力については、前記イ（「別送品輸出申告変更」業務（業務コ

ード：ＵＥＥ）を利用する方法）に準ずる。 

 

(2) 別送品輸出申告変更の受理及び通知 

前記(1)（別送品輸出申告変更）により、別送品輸出申告変更が受理された場合は、次の情報が
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それぞれ配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

別送品輸出申告変更

控情報（書類） 

ＡＡＥ２ＫＥ１ 審査区分として「２」（書類審査

扱い）が付与された場合。 

通関業者等 

（注１） 

別送品輸出申告変更

控情報（検査） 

ＡＡＥ３ＫＥ１ 審査区分として「３」（検査扱

い）が付与された場合。 

通関業者等 

（注１） 

検査取消票 ＡＡＥ５５５０ 検査指定済の場合で、検査実施

官署が変更となる場合。 

通関業者等 

検査立会者 

（注２） 

通関蔵置場 

（注１）「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力した場合は税関に配信される。 

（注２）システムに登録されている場合にのみ配信される。 

 

(3) 別送品輸出申告変更に係る関係書類の提出 

前記(2)（別送品輸出申告変更の受理及び通知）により別送品輸出申告変更が受理された場合

は、別送品輸出申告内容の変更に係る関係書類に、変更後の別送品輸出申告番号等を付記し、別

送品輸出申告を行った税関（別送担当部門）に提出する。 

なお、電子ファイルにより提出する場合は前記３(4)ニ（電子ファイルによる提出）に準じて行

う。 

 

６ 別送品輸出申告先官署の変更 

別送品輸出申告先官署を変更する場合は次に限る。 

① 搬入前申告であって、当該申告で予定していた通関予定蔵置場とは異なる蔵置場に搬入

することとなり、それぞれの蔵置場を管轄する税関官署が、同一税関内の異なる税関官

署である場合 

② 搬入前申告であって、当該申告で予定していた積込港と通関予定蔵置場が変更となり、

当該申告をした税関官署を管轄する税関とは異なる税関の管轄する税関官署である場合 

◎ 留意事項 

自由化申告においては、後記(1)（別送品輸出申告変更（官署変更））及び(2)（別送品輸出申告

事項の再登録）によらず、この章第５節３（輸出申告等の撤回）により撤回し、改めて別送品輸

出申告を行うこととなるので留意すること。 

 

別送品輸出申告先官署を変更する場合は、関税法基本通達 67－１－10（輸出申告の撤回の取扱

い）の規定により、当初申告先官署に「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０号）を提出

し、税関によりその旨がシステムに登録された後、次による。 

なお、申告官署の変更に係る当該申出書については、あらかじめ当初申告先官署に申し出た上

で、税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第４節２（添付ファイル登録）による「添付ファイ

ル登録」業務（業務コード：ＭＳＢ）を利用して提出しても差し支えない。 

(1) 別送品輸出申告変更（官署変更） 

「別送品輸出申告変更（官署変更）」業務（業務コード：ＵＥＹ）を利用して、次の事項を入
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力し送信する。なお、当初申告先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届の提出を行

っている必要がある。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告番号 

（「申告等番号＊」欄） 

別送品輸出申告番号を必須入力する。 

輸出管理番号／ＡＷＢ番号 

（「輸出管理番号／ＡＷＢ番号」欄） 

ＡＷＢ番号又はＨＡＷＢ番号のプリフィックス部

及び通番部（枝番号含む。）を必須入力する。 

変更後積込港コード 

（「変更後積込港コード」欄） 

 

 

異なる税関への官署変更を行う場合、変更後の積

込港の国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の

地域コード３桁を必須入力する（例：成田空港の場

合「ＮＲＴ」）。 

申告税関官署コード 

（「申告税関官署コード」欄） 

 

 

(1) 異なる税関への官署変更を行う場合、変更後の

あて先官署コードを必須入力する。 

(2) 貨物の蔵置場所（予定場所）の管轄税関内の税

関官署コードのみ入力することができる。 

 

(2) 別送品輸出申告事項の再登録 

前記(1)（別送品輸出申告変更（官署変更））により、システムに登録されている別送品輸出申

告事項の内容（注）が「別送品輸出申告事項登録情報（官署変更用）」（出力情報コード：ＡＡ

Ｅ５０６１）として応答画面に出力されることから、出力された内容を確認の上、変更後の通関

予定蔵置場等、変更を必要とする事項を入力し送信することにより、改めて別送品輸出申告等事

項を登録する。 

（注）次の項目については当初の別送品輸出申告と異なる内容が出力される。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号＊」欄） 

新たな別送品輸出申告番号が払い出される。 

申告税関官署コード 

（「税関官署」欄） 

出力されない。 

申告先部門コード 

（「部門」欄） 

出力されない。 

申告予定年月日 

（「申告予定年月日」欄） 

出力されない。 

通関予定蔵置場コード 

（「保税地域」欄） 

出力されない。 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

記事 

（「記事」欄） 

当初申告に係る申告先官署の税関官署コード（「業務コ

ード集」参照）、申告先部門コード、別送品輸出申告番号

及び審査区分が出力される。 

◎ 留意事項 

この章第２節別紙９（変更不可項目一覧（官署変更））に掲げる項目については、変更す

ることができないことから留意すること。 

 

７ 別送品輸出申告の許可 

システムを使用した別送品輸出申告が許可された場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

また、別送品輸出申告の許可に併せて保税運送が承認され、その保税運送承認期間の開始年月日

（輸出許可日）及び終了年月日が自動的に払い出される。 

なお、運送貨物の発送の日が輸出許可日と異なる場合は、運送貨物の発送の日を起算日として計

算した期間を保税運送承認期間とする。 

出力情報 出力情報コード 配信先 

別送品輸出許可通知情報（書類・検査） ＡＡＥ２ＫＦ２ 通関業者等（注１） 

許可・承認貨物（輸出）情報 ＡＡＥ４０８１ 通関蔵置場（注２） 

（注１）税関（別送担当部門）に配信する場合は配信されない。 

（注２）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

 

８ 別送品輸出許可内容変更申請 

通関業者等、混載業者又は航空会社（以下この節において「申請者」という。）は、別送品輸出許

可後に当該貨物に係る数量等の別送品輸出申告許可内容変更を行う場合は、あらかじめ変更につい

て税関（別送担当部門）の了承を得た上で、次により許可内容を変更する。 

なお、変更の登録は、前記４（別送品輸出申告変更事項の登録）による変更と合わせて最大９回

までシステムを使用して行うことができるが、９回を超える変更については後記９(4)（別送品輸出

申告の手作業移行）による。 

また、通関業者等は、あらかじめ他の通関業者との受委託関係をシステムに登録することによ

り、変更登録を依頼することができる。 

(1) 別送品輸出許可内容に係る変更（積込港の一括変更を除く。） 

別送品輸出申告の許可後、当該許可内容を変更する場合は、次による。 

ただし、変更は「搭載完了登録（便単位）」業務（業務コード：ＣＬＡ）又は「搭載完了登録

（ＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＣＬＢ）が実施されるまでの間に、登録する必要がある。 

イ 別送品輸出許可内容変更申請事項の登録 

(ｲ) 別送品輸出許可内容変更申請事項の登録 

「別送品輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を実施する前に、次により

別送品輸出許可内容変更申請事項をシステムに登録する。 

なお、登録した別送品輸出許可内容変更申請事項については、「別送品輸出許可内容変更
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申請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を実施するまでの間、訂正することができる。 

Ａ 呼出しによらない方法 

「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＵＡＡ）を利用して、別

送品輸出申告番号、別送品輸出申告により許可となった事項及び変更を必要とする事項を

入力し送信することにより、別送品輸出許可内容変更申請事項を登録する。 

入力の方法は前記１(1)(別送品輸出申告事項の登録)に準ずる。 

なお、「変更識別＊」欄及び「変更理由＊」欄については、次による。 

 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

変更識別コード 

（「変更識別＊」欄） 

次の変更識別に応じたコードを必須入力する。ただし、「Ｎ」

（数量等変更）は通関業者等のみ入力することができる。 

変更識別 コード 

船（機）名変更 Ｓ 

数量等変更 Ｎ 
 

変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

変更理由の変更理由コード（輸出許可後訂正理由）（「業務

コード集」参照）を必須入力する。 

別送品輸出許可内容変更申請における各項目の変更内容の可否は下表のとおりである。 

船（機）名変更の場合 

（変更識別コード「Ｓ」） 

数量等変更の場合 

（変更識別コード「Ｎ」） 

次の項目は変更することができる。 

・申告先種別コード 

（「申告先種別」欄） 

・申請税関官署コード 

（「税関官署」欄） 

・申請先部門コード 

（「部門」欄） 

・税関事務管理人コード 

（「税関事務管理人」欄） 

・税関事務管理人受理番号 

（「受理番号」欄） 

・税関事務管理人名 

（「受理番号」欄下） 

・蔵置場コード 

（「保税地域＊」欄） 

・積込港コード 

（「積込港＊」欄） 

・出港予定年月日 

（「出港予定年月日」欄） 

次の項目は変更することができない。 

・荷送人氏名 

（「荷送人」欄） 

・検査立会者 

（「検査立会者」欄） 

・ＡＷＢ番号（注） 

（「ＡＷＢ番号＊」欄） 

・最終仕向地コードのうち、国名コード（先

頭２桁） 

（「最終仕向地＊」欄） 
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船（機）名変更の場合 

（変更識別コード「Ｓ」） 

数量等変更の場合 

（変更識別コード「Ｎ」） 

・変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

・記事 

（「記事」欄） 

（注）仕分けの子への変更については可能である。 

なお、変更不可項目について変更が必要となった場合は、後記９(2)（別送品輸出取止め

再輸入の許可）により、別送品輸出取止め再輸入の許可を受けた上で、改めて別送品輸出

申告を行うこととなることから留意すること。 

また、「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＵＡＡ）を実施した

後、「別送品輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を実施するまでの間は、

「変更識別＊」欄の変更はできないことから留意すること。ただし、後記Ｂ（呼出しによ

る方法）により「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＵＡＡ）を

実施する前の申告等番号を入力し送信した場合に限り「変更識別＊」欄を変更することが

できる。 

Ｂ 呼出しによる方法 

「別送品輸出許可内容変更申請事項呼出し」業務（業務コード：ＵＡＢ）を利用して、

次の事項を入力し送信することにより、システムに登録されている別送品輸出許可内容

が、「変更識別コード＊」欄に「Ｓ」（船（機）名変更）を入力した場合は「別送品輸出許

可内容変更申請事項登録情報（船（機）名変更）」（出力情報コード：ＡＡＥ４５８１）と

して、「変更識別コード＊」欄に「Ｎ」（数量等変更）を入力した場合は「別送品輸出許可

内容変更申請事項登録情報（数量等変更）」（出力情報コード：ＡＡＥ４５９１）として応

答画面に出力されることから、出力された内容を確認して、変更を必要とする事項を上書

き入力し送信する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号＊」欄） 

申告等番号必須入力する。 

変更識別コード 

（「変更識別コード＊」欄） 

次の変更識別に応じたコードを必須入力する。ただ

し、「Ｎ」（数量等変更）は通関業者等のみ入力するこ

とができる。 

変更識別 コード 

船（機）名変更 Ｓ 

数量等変更 Ｎ 
 

(ﾛ) 出力情報 

前記(ｲ)（別送品輸出許可内容変更申請事項の登録）により、別送品輸出許可内容変更申請

事項が登録された場合は、申請者に「別送品輸出許可内容変更申請入力控情報」（出力情報コ

ード：ＡＡＥ４５７１）が配信される。 
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ロ 別送品輸出許可内容変更申請 

前記イ(ｲ)（別送品輸出許可内容変更申請事項の登録）による応答画面の出力内容又は前記イ

(ﾛ)（出力情報）で配信された「別送品輸出許可内容変更申請入力控情報」（出力情報コード：

ＡＡＥ４５７１）を利用して申請内容を審査の上、次により別送品輸出許可内容変更申請をシ

ステムに登録する。 

別送品輸出許可内容変更申請の登録は、審査を行った通関士が行うが、税関手続関連（共通

編）－共通手続－第２章第 20 節（通関士審査結果の登録）により、申請内容について事前に通

関士の審査を受けた旨がシステムに登録されている場合は、通関士以外の者が登録することも

できる。 

また、別送品輸出許可内容変更申請を申請先税関官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執

務要請届の提出を行っている必要がある。 

(ｲ) 「別送品輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を利用する方法 

「別送品輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を利用して、次の事項を入

力し送信する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

別送品輸出申告番号 

（「別送品輸出申告番号＊」欄） 

申告等番号を必須入力する。 

訂正票出力識別 

（「訂正票出力識別」欄） 

税関に「別送品輸出許可内容変更申請控情報」（出

力情報コード：ＡＡＥ４６０１）を配信する場合は、

あらかじめ税関の了承を得た上で、「Ｐ」を入力する。 

(ﾛ) 「別送品輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＵＡＡ）の応答画面を利用す

る方法 

前記イ(ｲ)（別送品輸出許可内容変更申請事項の登録）により別送品輸出許可内容を変更し

た場合は、変更登録の内容が「別送品輸出許可内容変更申請入力控情報」（出力情報コード：

ＡＡＥ４５７１）として応答画面に出力されることから、出力された内容を確認の上、必要

に応じて「訂正票出力識別」欄を入力し送信する。 

なお、「訂正票出力識別」欄の入力については、前記(ｲ)（「別送品輸出許可内容変更申

請」業務（業務コード：ＵＡＣ）を利用する方法）に準ずる。 

ハ 別送品輸出許可内容変更申請の受理及び通知 

前記ロ(別送品輸出許可内容変更申請）により、別送品輸出許可内容変更申請が受理された場

合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

(ｲ) 審査区分が「１」（簡易審査扱い）の場合 

「別送品輸出許可内容変更通知情報（簡易）」（出力情報コード：ＡＡＥ４６１１）が申請

者（当初申告者と異なる場合は、当初申告者を含む。）に配信される。 

(ﾛ) 審査区分が「２」（書類審査扱い）の場合 

「別送品輸出許可内容変更申請控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ４６０１）が申請者に配

信される。 

なお、「訂正票出力識別」欄を入力した場合は、税関（別送担当部門）に配信される。 
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(2) 積込港の一括変更 

申請者は、「積付結果登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＵＬＡ）、「積付結果

登録（ＭＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＵＬＭ）、「搭載完了登録（便単位）」業務（業務コー

ド：ＣＬＡ）又は「搭載完了登録（ＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＣＬＢ）が実施されるまで

の間に、別送品輸出許可済貨物に係る積込港の一括変更を申請する場合は、あらかじめ税関（別

送担当部門）の了承を得た上で、次により別送品輸出許可内容変更申請をシステムに登録する。 

イ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し 

「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し」業務（業務コード：ＥＡＭ）を利用し

て、次の事項を入力し、送信することにより、ＭＡＷＢに関連付けが行われているＨＡＷＢ番

号が、最大で 30 件まで「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し結果情報」（出力情

報コード：ＡＡＥ５０８０）として応答画面に出力される。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

ＭＡＷＢ番号 

（「ＭＡＷＢ番号＊」欄） 

ＭＡＷＢ番号を必須入力する。 

変更前積込港コード 

（「変更前積込港」欄） 

変更前の積込港を指定して呼び出す場合は、国連ＬＯＣＯＤＥ

（「業務コード集」参照）の地域コード３桁で入力する（例：成田空

港の場合「ＮＲＴ」）。 

変更後積込港コード 

（「変更後積込港＊」欄） 

変更後の積込港の国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の地

域コード３桁を必須入力する（例：成田空港の場合「ＮＲＴ」）。 

蔵置場コード 

（「蔵置場＊」欄） 

貨物が蔵置されている保税地域を保税地域コード（「業務コード

集」参照）で必須入力する。 

ロ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） 

前記イ（輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し）による応答画面の出力内容を確

認の上、次の事項を入力し送信することにより、別送品輸出許可内容変更申請をシステムに登

録する。 

なお、通関業者が別送品輸出許可内容変更申請を行う場合は、通関士が申請内容を審査した

上で、登録する。 

また、別送品輸出許可内容変更申請を申請先税関官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執

務要請届の提出を行っている必要がある。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告先種別コード 

（「申告先種別」欄） 

積込港の変更を要する全ての申告等番号に対して、一括して申告

先種別を変更する場合は、次の区分に応じたコードを入力する。 

変更しない場合は、入力を要しない。 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

区 分 コード 

一般申告（緊急通関貨物） Ｒ 

一般申告（特別通関貨物） Ｔ 

別送品輸出申告等において「Ｒ」又は「Ｔ」

が登録された場合の取消し 
Ｎ 

なお、「Ｅ」（自由化申告（緊急通関貨物））、「Ｙ」（横持ち申告）及

び「Ｋ」（横持ち申告（緊急通関貨物））は入力できないことから、

留意すること。 

変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

変更理由の変更理由コード（輸出許可後訂正理由）（「業務コード

集」参照）を必須入力する。 

出港予定年月日 

（「出港予定年月日」

欄） 

(1) 申告貨物の搭載予定年月日を西暦（８桁）で入力する。 

(2) 次の条件を満たすこと。 

  入力日≦出港予定年月日≦入力日＋30 日 

(3) 変更後の積込港がシステム対象外の場合は必須入力する。 

以下の項目は、最大 30 欄まで繰り返し入力することができる。 

処理識別 

（欄名なし） 

積込港の変更を要しない申告等番号の場合は、「Ｘ」を入力する。 

 

申請官署コード 

（「変更後官署」欄） 

(1) 「蔵置場＊」欄への入力内容に基づき、当該蔵置場を管轄する

税関官署の税関官署コード（「業務コード集」参照）がシステム

により自動的に出力される。 

(2) 入力者の利用者コードについて、別送品申告先税関官署がシス

テムに登録されている場合は別送品申告先税関官署として登録さ

れている税関官署コード（「業務コード集」参照）が前記(1)に優

先してシステムにより自動的に出力される。 

(3) 「申告先種別」欄に「Ｔ」（一般申告（特別通関貨物））を入

力した場合は、前記(1)及び(2)に関わらず、当該官署の開庁時間

外の申告を受け付ける税関官署の税関官署コード（「業務コード

集」参照）がシステムにより自動的に出力される。 

(4) 次に該当する場合は、別送品申告先税関官署の税関官署コード

（「業務コード集」参照）を入力する。 

① 税関の指示により変更する場合。 

② 自由化申告に係る当初の輸出別送品申告の許可税関官署に申

請する場合。 

③ 申告に係る貨物が置かれている場所を管轄する税関官署が前

記(1)又は(2)により出力される税関官署と異なる場合。 

申請先部門コード 

（「部門」欄） 

(1) 「申告先種別」欄に基づいてシステムにより自動的に出力され

る。 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

(2) 税関の指示により変更する場合は、別送品輸出申告先部門の部

門コードを入力する。 

入力したＭＡＷＢ番号について、関連付けが行われているＨＡＷＢ番号が 30 件を超す場合

は、残りのＨＡＷＢ番号が 30 件単位で「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し結果

情報」（出力情報コード：ＡＡＥ５０８０）として応答画面に繰り返し出力されることから、変

更を要するＨＡＷＢ番号について必要な事項を入力し送信する。 

ハ 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）の受理及び通知 

前記ロ（輸出許可内容変更申請（積込港一括変更））により、別送品輸出許可内容変更申請が

受理された場合は、次の情報がそれぞれ配信される。 

(ｲ) 審査区分が「１」（簡易審査扱い）の場合 

「別送品輸出許可内容変更通知情報（簡易）」（出力情報コード：ＡＡＥ４６１１）が申請

者（当初申告者と異なる場合は、当初申告者を含む。）に配信される。 

(ﾛ) 審査区分が「２」（書類審査扱い）の場合 

「別送品輸出許可内容変更申請控情報」（出力情報コード：ＡＡＥ４６０１）が申請者に配

信される。 

 

(3) 別送品輸出許可内容変更申請に係る関係書類の提出 

前記(1)ハ（別送品輸出許可内容変更申請の受理及び通知）又は前記(2)ハ（輸出許可内容変更

申請（積込港一括変更）の受理及び通知）により別送品輸出許可内容変更申請が受理された場合

であって、審査区分として「２」（書類審査扱い）が付与された場合は「別送品輸出許可内容変更

申請控」（出力情報コード：ＡＡＥ４６０１）に出力された別送品輸出申告番号等を許可内容変更

に係る関係書類に付記し、別送品輸出許可内容変更申請の日の翌日から３日以内（行政機関の休

日の日数は算入しない。）に別送品輸出許可内容変更申請を行った税関（別送担当部門）に提出す

る。なお、審査区分として「１」（簡易審査扱い）が付与された場合に限り、関係書類の提出を省

略できる。 

関係書類の提出方法については前記３(4)（別送品輸出申告に係る関係書類の提出）に準ずる。 

 

(4) 別送品輸出許可内容の変更通知 

システムを使用した別送品輸出許可内容変更申請について、審査区分として「２」（書類審査扱

い）が付与された場合で、税関（別送担当部門）により変更が認められた場合は、「別送品輸出許

可内容変更通知情報（書類）」（出力情報コード：ＡＡＥ４６２１）が申請者（当初申告者と異な

る場合は、当初申告者を含む。）に配信される。 

 

９ 別送品輸出申告許可の登録並びに撤回及び手作業移行等手続 

貨物情報がシステムに登録されている別送品貨物について、書面により別送品輸出申告を行う場

合は次による。また、システムを使用して行った別送品輸出申告について、撤回又は手作業移行等

を行う場合も、次による。 



２－９－２７ 

 

 

(1) 貨物情報がシステムに登録されている別送品貨物に係る許可情報の登録 

イ 別送品輸出申告書の提出 

貨物情報がシステムに登録されている別送品貨物について書面により別送品輸出申告を行う

場合は、通関業者等は「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式Ｃ第５３４０

号）に次の事項を付記し提出する。 

・申告者の利用者コード 

・ＡＷＢ番号 

・貨物の蔵置場所の保税地域コード（「業務コード集」参照） 

・積込港の国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照） 

ロ 許可情報の登録 

前記イ（別送品輸出申告書の提出）により、当該申告が許可された場合は、税関（別送担当

部門）によりその旨が登録される。 

 

(2) 別送品輸出取止め再輸入の許可 

イ 別送品輸出取止め再輸入の許可 

システムを使用して別送品輸出許可を受けた貨物の全部について、別送品輸出を取り止める

場合は、通関業者等は関税法基本通達 67－１－15（輸出取止めの取扱い）に準じ、配信された

許可通知書を添えて税関（別送担当部門）へ申し出る。 

なお、システムを使用した別送品輸出許可後に変更不可項目の変更が必要となった場合も別

送品輸出取止めを申し出ること。 

ロ 別送品輸出取止め再輸入の許可情報の登録 

前記イ（別送品輸出取止め再輸入の許可）の申出に基づき別送品輸出取止再輸入許可が認め

られた場合は、税関（別送担当部門）によりその旨がシステムに登録される。 

なお、当該登録により貨物情報は内国貨物の状態となるため、再度の別送品輸出申告が可能

となる。 

 

(3) 別送品輸出申告の撤回 

イ 別送品輸出申告の撤回手続 

システムを使用した別送品輸出申告について、関税法基本通達 67－１－10（輸出申告の撤回

の手続）により、別送品輸出申告を撤回する場合は、別送品輸出許可までの間に、税関（別送

担当部門）にその旨を申し出た上で、「輸出申告撤回申出書」（税関様式Ｃ第５２４０号）１

通を税関（別送担当部門）へ提出する。ただし、前記６（別送品輸出申告先官署の変更）の別

送品輸出申告先官署を変更する場合（搬入前申告の場合であって、当初予定していた通関予定

蔵置場とは異なる蔵置場に搬入することとなり、それぞれの蔵置場を管轄する税関官署が異な

る場合等。ただし、同一税関内に限る。）は、前記６による。 

なお、システムを使用した別送品輸出申告後に変更不可項目の変更が必要となった場合につ

いても別送品輸出申告を撤回することとなることから留意すること。 

ロ 別送品輸出申告の撤回情報の登録 

前記イ（別送品輸出申告の撤回手続）の申出に基づき撤回が認められた場合は、税関（別送

担当部門）によりその旨がシステムに登録される。 
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(4) 別送品輸出申告の手作業移行 

イ 手作業移行事由 

システムを使用した別送品輸出申告又は別送品輸出許可内容変更申請について、次のいずれ

かの事由によりシステムを使用して処理することができない場合は、手作業移行することとな

る。 

(ｲ) 別送品輸出申告で申告後の変更又は許可後の変更により、申告欄数が 200 欄を超えることと

なった場合。 

(ﾛ) 申告後の変更及び許可後の変更が合わせて９回を超えることとなった場合 

(ﾊ) その他システムによって処理することができない場合 

ロ 手作業移行手続 

前記イ（手作業移行事由）により別送品輸出申告又は別送品輸出許可内容変更申請を手作業

に移行する場合は、税関（別送担当部門）にその旨を申し出た上で、次による。 

(ｲ) 別送品輸出申告の手作業移行 

別送品輸出申告に係る変更後の内容に基づき、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申

告書」（税関様式Ｃ第５３４０号）を作成し、システムにより配信された「別送品輸出申告控

（書類）」（出力情報コード：ＡＡＥ２ＫＤ１）又は「別送品輸出申告控（検査）」（出力

情報コード：ＡＡＥ３ＫＤ１）とともに税関（別送担当部門）に提出する。 

なお、提出部数は２通（原本、許可書用）とする。 

また、申告年月日は、「別送品輸出申告控（書類）」（出力情報コード：ＡＡＥ２ＫＤ

１）又は「別送品輸出申告控（検査）」（出力情報コード：ＡＡＥ３ＫＤ１）に出力された

申告年月日を記載する。 

(ﾛ) 別送品輸出許可後の手作業移行 

別送品輸出許可に係る変更後の内容に基づき、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申

告書」（税関様式Ｃ第５３４０号）を作成し、システムにより配信された「別送品輸出許可通

知情報（書類・検査）」（出力情報コード：ＡＡＥ２ＫＦ２）とともに税関（別送担当部門）

に提出する。 

なお、「輸出・輸入託送品（携帯品・別送品）申告書」（税関様式Ｃ第５３４０号）に記

載する申告年月日は、「別送品輸出許可通知情報（書類・検査）」（出力情報コード：ＡＡＥ

２ＫＦ２）に出力された申告年月日を記載する。 

ハ 手作業移行情報の登録 

前記ロ（手作業移行手続）の申出に基づき手作業移行が認められた場合は、税関（別送担当

部門）によりその旨が登録される。 

なお、別送品輸出許可等後の手作業移行情報が登録されることにより、システムから別送品

輸出申告に係る情報等は削除されるが、貨物情報は輸出許可済みの状態であることから、搭載

までシステムを使用することができる。 

 

(5) 不積返送承認 

イ 不積返送承認の手続 

別送品輸出許可と保税運送の承認とを併せて受けた貨物について、積込港で積み込まれるこ
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となく運送を承認した税関官署へ返送する場合は、関税法基本通達 63－16（輸出又は積み戻し

貨物の運送）(5)により、「不積返送申出書」２通（原本、到着証明用）を作成し、システムに

より配信された「別送品輸出許可通知情報（書類・検査）」（出力情報コード：ＡＡＥ２ＫＦ

２）とともに税関（別送担当部門）に提出する。 

ロ 不積返送承認情報の登録 

前記イ（不積返送承認の手続）により承認された場合は、税関（別送担当部門）によりその

旨がシステムに登録される。 

 

(6) 登録又は解除等の通知 

前記(1)（貨物情報がシステムに登録されている別送品貨物に係る許可情報の登録）から(5)

（不積返送承認）までにより、税関（別送担当部門）により別送品輸出申告に係る許可若しくは

承認等がシステムに登録された場合又はシステムに登録された情報について解除若しくは取消し

が行われた場合は、通関蔵置場（システム参加保税地域であり、配信する旨がシステムに登録さ

れている場合に限る。）に次の情報が配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 

許可・承認等登録通

知情報（輸出通関） 

ＡＡＥ４５２１ 次の許可又は承認等がされた場合。 

・別送品輸出許可（保税運送兼用） 

・別送品輸出取止再輸入許可 

・別送品不積返送承認 

・別送品輸出許可後の手作業移行 

・別送品輸出許可後の積込港変更 

・別送品輸出許可後の数量変更 

解除・取消通知情報

（輸出通関） 

ＡＡＥ４５３１ 次の許可又は承認等が解除又は取り消された場

合。 

・別送品輸出許可（保税運送兼用） 

・別送品輸出取止再輸入許可 

・別送品不積返送承認 

・別送品輸出許可後の手作業移行 

・別送品輸出許可後の数量変更 

 


